
ロ シ ア 特 許 発 明 明 細 書

１．紙の明細書の場合、特別閲覧又は出納依頼かの選択をする。
２．文献（特許）番号が判明している場合で７件までは、出納依頼書に記載の上申し込む。
３．特定の技術範囲を調査する場合は、下記の資料により該当分類・文献（特許）番号及び発行年次を検索し出納依頼
書に記載の上申し込む。
発行年が判明している場合は、国別整理番号 の「年間索引」で検索する。

４．出願人・発明者及び権利者が判明している場合は、下記の資料により該当分類・文献（特許）番号及び発行年次を
検索し出納依頼書に記載の上申し込む。
発行年が判明している場合は、国別整理番号 の「年間索引」で検索する。

５．出願番号から調査する場合は、国別整理番号 の「特許公報」で検索する。
６．書誌的事項及び抄録（発明の要約又は主要図面等）のみを調査する場合は、国別整理番号 の「特許公報」で可能
である。
７．特許資料は本文ロシア連邦の項を参照。


